
 

パブリック・コメント制度による 

「富士市集約･連携型都市づくり 
推進戦略改定版（案）」 

に対する意見募集について 
 

 

 

 

令和５年１１月 

富士市 都市整備部 都市計画課 

●意見募集期間 令和５年１１月１５日（水）から令和５年１２月１５日（金） 

 

●意見の提出方法 直 接 の 場 合  富士市役所６階 都市計画課へ 

         郵 送 の 場 合  〒４１７－８６０１ 

                  富士市永田町１丁目１００番地 

                  富士市都市整備部都市計画課あて 

         ＦＡＸの場合  ０５４５－５１－０４７５ 

         Ｅメールの場合  toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp 

市ウェブサイト  パブリック・コメントコーナーから 

専用フォームへ 

 

●意見の記載方法 様式は問いませんが、案件名「富士市集約・連携型都市づくり 

推進戦略改定版（案）」、意見、住所、氏名、電話番号を明記して 

ください。 
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多様な交通手段により  

移動しやすい都市 

強さとしなやかさを備えた

安全な都市 

活発な交流が創出される 

都市 

多彩な産業が持続的 

に発展する都市 

誰もが快適・便利に生活 

できる都市 

自然環境を守り継承 

する脱炭素の都市 

 

 

1 推進戦略改定の背景と目的 

 本推進戦略は、第二次富士市都市計画マスタープランで掲げる「集約・連携型都市づくり」の一層の推進

を図るため、平成 31（2019）年 3月に策定しました。 

 概ね 5年ごとに成果を検証し、計画の見直しを図ることとしているとともに、令和 2（2020）年 6月に改正さ

れた都市再生特別措置法において、近年、激甚化・頻発化する自然災害に対応した都市づくりを推進す

るため、立地適正化計画に防災指針の位置付けが義務付けられました。 

 加えて、今後の都市づくりを進める上で、新型コロナウイルスの感染拡大を契機とした市民のライフスタイ

ルや経済活動等の変化に的確に対応することも求められていることから、「第三次富士市都市計画マスタ

ープラン」の策定に合わせ、集約・連携型の都市づくりをより一層推進するため、本推進戦略を改定します。 

 

2 推進戦略の位置付けと目標年次 

 本推進戦略は、第三次富士市都市計画マスター 

プランで示す都市の骨格形成の考え方である「集約・ 

連携型の都市づくり」を具体・具現化するものです。 

 都市計画マスタープランと同様に、改定から概ね 20 

年後の令和 27（2045）年を目標年次とします。 

 
 
 

3 富士市が目指す都市づくり（第三次富士市都市計画マスタープランより） 

 富士市が目指す都市づくりの考え方は、第三次富士市都市計画マスタープランで掲げる「集約・連携型

の都市づくり」であり、これを実現するための具体的な施策や手法等について、立地適正化計画と市街化

調整区域の土地利用方針で示しています。 

  
 

  

 

  

 

  

  

 

   

 

 

    

 

  

  

はじめに （富士市集約・連携型都市づくり推進戦略とは） 

▶本編 P2、3

▶本編 P4 

▶本編 P5

将来都市構造図／第三次富士市都市計画マスタープラン ▶ 
都
市
の
骨
格
形
成
の 

 

集
約
・
連
携
型
の
都
市
づ
く
り 

考
え
方 

多様性のある移動環境の確保 

あらゆる自然災害への備えの充実 

都市機能の充実と 

賑わい・居心地の良さの向上 

地域経済を牽引する産業基盤の強化 

快適に暮らせる生活環境の確保 
居住 
の視点 

移動 
の視点 

安全 
の視点 

交流 
の視点 

産業 
の視点 

自然環境の保全・活用と脱炭素社会

の形成 

環境 
の視点 

都市づくりの課題 都市づくりの目標 
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１ 立地適正化計画とは 

 立地適正化計画は、人口減少社会を見据えて、平成 26（2014）年に都市再生特別措置法において新た

に作成することが可能となった土地利用等に関する計画です。 

 市街化区域に誘導区域等を設定することで、一定の人口密度を保ち、市民生活に必要不可欠な施設等

を維持することが本計画の目的です。 

 今回の改定により、新たに「防災指針（居住及び都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災の機

能確保に関する指針）」を追加します。 

 

２ 都市づくりの基本的な方針 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 立地適正化計画区域内における 5つの区域 

 立地適正化計画区域内において、都市再生特別措置法に基づく 2 つの誘導区域（都市機能誘導区域・

居住誘導区域）と、市独自の 3つの区域（住宅店舗等共存区域・ゆとりある低層住宅区域・工業振興区域）、

の計「5つの区域」を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               持続可能な集約・連携型都市づくり 

都市機能誘導区域 

  まちなか   地域生活拠点 

居住誘導区域 

住宅店舗等共存区域 

ゆとりある低層住宅区域 

工業振興区域 
 

■ 災害リスクの高い区域 

凡例 
《 区域図 》 

★ 
★ 

★ 

★ 

★  

★ ★ ★  

★  ★ 

▶本編 P8 

▶本編 P9 

▶本編 P10～15

▶ 都市づくりの方針 ◀ 
基本方針 1 

 

…拠点にふさわしい

建築物への更新

など、都市機能誘

導施策を展開し、

「魅力ある拠点
の形成」を図りま

す 

基本方針 2 

 

…集約・連携型都

市づくりの考えを

啓発する居住誘

導施策を展開し、

「暮らしに必要
な都市機能の確
保」を図ります 

基本方針 3 

 

…今ある施設の有

効活用や既存コミ

ュニティを維持す

る施策を展開し、

「市街地拡散の
抑制」を図ります 

基本方針 4 

 

…快適で質の高い

利用環境の創出

などの施策を展開

し、「公共交通に
よるまちなかと
地域生活拠点の
強固な連携」を図

ります 

基本方針 5 

 

…居住地の災害リス

クに対し、ハード・

ソフトの両面から

対策を講じ、「災
害リスクの低減
と防災意識の向
上」を図ります 

立地適正化計画 編 
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   まちなか 地域生活拠点 

   富
士
駅
周
辺 

富
士
中
部
周
辺 

吉
原
中
央
駅
・ 

本
町
駅
周
辺 

新
富
士
駅
周
辺 

富
士
見
台 

広
見 

入
山
瀬
駅
周
辺 

岳
南
富
士
岡
駅 

周
辺 

吉
原
駅
周
辺 

富
士
川
駅
周
辺 

都市機能誘導施設 

 大学 ○       

専修学校 ○       

各種学校 ●       

図書館 ●       

文化会館 ●       

中枢的な行政機能を有する施設（市役所等） ●       

病院 ●       

大規模小売店舗(ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄを除く) ●       

映画館 ○       

スーパーマーケット・ドラッグストア ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

金融機関・郵便局 ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 

立地推奨施設 

 ホテル・オフィス ● ● ● ●       

コンビニエンスストア ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ● 

 

４ 都市機能誘導施設 

 都市再生特別措置法の規定に基づき、都市機能誘導区域に、都市の魅力や活力を向上させる施設等を

「まちなか」または「地域拠点」に分類し、「都市機能誘導施設」として設定します。 

 市内外の人の交流促進や本市の都

市活力向上に寄与する施設のほか、

市全域に必要な施設を、市独自の

「立地推奨施設」として設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 誘導施策 

 都市づくりの方針と基本方針の実現に向け、実施することが望ましい 14

の施策を対象区域別に展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
防災指針の取組 

▶本編 P16、17

▶本編 P18～23

まちなか拠点にふさわしい市街地再開発 ● 施策 1     

中心市街地の賑わいづくり ● 施策 2     

良好なまちなか拠点を形成する土地区画整理 ● 施策 3     

地域生活拠点等における移動の円滑化 ● 施策 4     

集約・連携型都市づくりの周知 ● 施策 5 ● ● ● ● 

デジタル技術を活用した土地利用情報の提供 ● 施策 6 ●    

立地適正化計画の届出制度の運用 ● 施策 7 ●    

空き家の有効活用 ● 施策 8 ● ● ● ● 

移住定住の促進 ● 施策 9 ● ● ● ● 

計画的な土地利用の促進 ● 施策 10 ● ● ● ● 

地域コミュニティの活性化 ● 施策 11 ● ● ● ● 

公共交通結節点の機能強化 ● 施策 12 ● ● ● ● 

新たな公共交通サービスの導入 ● 施策 13 ● ● ● ● 

公共交通の利便性向上 ● 施策 14 ● ● ● ● 

基本方針４ 

基本方針 3 

基本方針 2 

基本方針 1 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

居
住
誘
導
区
域 

住
宅
店
舗
等
共
存
区
域 

ゆ
と
り
あ
る
低
層
住
宅
区
域 

工
業
振
興
区
域 

施 策 基本方針 5 

 施策名 ●：施策実施対象区域 凡例 

●：誘導する施設(現況立地有) 

○：誘導する施設(現況立地無) 

 ：誘導施設に位置づけない 

凡例 
● ● ● ● ● 
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６ 防災指針（居住及び都市機能の誘導を図る上で必要な都市の防災の機能確保に関する方針）

都市機能や居住を誘導するにあたり、都市の防災の機能確保を図るため、災害ハザードの状況を分析し、

居住誘導区域等における防災上の課題を整理し、抽出された課題を踏まえ、誘導区域内に残存する災害

リスクに対する考え方を示すとともに、防災・減災に向けた取組方針を定め、具体的な取組を展

開します。 

  

 

  

 

 

 

取組 

方針 
取組内容 

実施 

主体 

実施時期

の目標 

短

期 

中

期 

長

期 

 

1-１ 富士川水系流域治水プロジェクトに基づく整備（護岸整備、河道掘削） 国県市    

1-２ 和田川･小潤井川･伝法沢川 水災害対策プランに基づく整備（河道改修） 県 

市 

   

1-３ 江尾江川 水災害対策プランに基づく整備（河道改修、調整池の改修）    

1-４ 排水機場の能力強化・耐水化 

市 

   

1-５ 河川等の改良及び改修を主とした治水対策    

1-６ 河川等の浚渫・清掃や水防活動による被害の軽減    

1-７ 戸建て住宅の高床化等防災対策に資する地区計画等の都市計画の検討    

1-８ 住宅等における止水板設置・排水ポンプ購入に対する助成制度の検討    

1-９ 雨水貯留浸透施設の維持・充実    

1-10 Eco-DRR・グリーンインフラの取組の推進    

1-11 住居等の浸透施設の整備促進    

1-12 富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の運用    

 2-１ 

              

 

 

   

 

3-１ 風水害時のタイムラインの作成、住民による作成の促進・更新 

市 

住民等 

   

3-２ 学校等の防災体制の強化、防災教育の推進    

3-３ 要配慮者利用施設の防災体制の充実    

3-４ 防災関係機関との連携による避難誘導、避難所の開設・運営等    

3-５ 民間事業者等との災害協定の締結促進    

3-６ 富士市無電柱化推進計画に基づく取組の推進 市･事業者    

 

4-１ 防災マップの活用や防災講座等による市民への防災啓発 

市 

住民等 

   

4-２ 宅地建物取引業団体等への災害リスクの情報提供    

4-３ 多様な伝達手段による災害情報の住民への周知    

 

5‐１  

 

 

市 

   

方針 1 

方針 2 

方針 3 

方針 4 

方針 5 

▶本編 P24～27

浸水被害の多い地域での浸水対策 

居住誘導区域外における津波や洪水 

による浸水リスクへの対応 

 

図＿洪水浸水想定区域と建物分布・建物階数の重ね合わせ分析の一例 防災上の課題 

都市機能及び居住誘導区域内の浸水 

リスクへの対応 

 

治水対策 

避難･防災 

体制の 

充実 

防災意識 

土地利用制度 

… 垂直避難での対応ができない箇所 

の推進 

の向上 

復旧・復興 
の準備 

事前都市復興計画の考え方を踏襲した、大規模な災害による被災 

後の円滑な復旧・復興の誘導 

による立地誘導 

届出制度による緩やかな立地誘導 
居住・都市機能誘導区域からの除外   
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７ 数値目標の設定 

 誘導施策を展開し、質の高い取組へと発展・継続させていくためには、効果の発現や目標値の達成状況

を適切に把握する必要があり、基本方針ごとに数値目標を設定します。 

 本計画により期待される効果が発現している状況を明らかにするため、国立社会保障・人口問題研究所が

平成 25年に公表した人口推計値等を本計画の期待される効果として設定します。 

 

 

数値目標 1  誘導施設の充足度（まちなか拠点）   

     現在（2020）59施設       目標値 R7（2025） 60施設     R27（2045） 57施設 

 

数値目標 2  居住誘導区域内の人口密度      

     現在（2015）49.8人/ha     目標値 R7（2025） 50.2人/ha  R27（2045） 46.5人/ha 

 

数値目標 3  居住誘導区域内の住居系開発行為件数  

     現在（2020）17件        目標値 R7（2025） 20件      R27（2045） 31件  

 

数値目標 4  公共交通の利用者数      

     現在（2020）4,090人/日   目標値 R7（2025） 5,956人/日  R27（2045） 5,192人/日 

 

数値目標５  自主防災組織の訓練実施状況      

     現在（2019）63.2％      目標値 R7（2025） 100%       R27（2045） 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

８ 進行管理 

 成果の検証は、国勢調査の詳細結果や国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の将来人口推

計結果等の公表に合わせて概ね５年ごとに検証します。 

魅力ある拠点の形成 基本方針 1 

暮らしに必要な都市機能の確保 基本方針 2 

市街地拡散の抑制 基本方針 3 

公共交通によるまちなかと地域拠点の強固な連携 基本方針 4 

▶本編 P30 

▶本編 P28～30

災害リスクの低減と防災意識の向上 基本方針 5 

《 富士市の人口の推移・将来推計 》 

250,000人 

200,000人 

H12 
（2000） 

 

H17 
（2005） 

 

H22 
（2010） 

（出典）実績：国勢調査、推計：国立社会保障・人口問題研究所 

期待する 

効果 

（目標） 

H27 
（2015） 

 

R2 
（2020） 

 

R7 
（2025） 

 

R12 
（2030） 

 

R17 
（2035） 

 

R22 
（2040） 

248,399人 

246,087人 

239,068人 

230,741人 

_240,554人  

_230,815人  

221,564人 

_219,908人  

_208,212人  

_195,950人  

211,902人 

204,697人 

R27 
（2045） 

_183,328人  

254,027人 253,297人 251,559人 
 _H25推計_ 

 _H30推計_  

実績  推計 

都市計画マスタープランや岳南都市圏総合都市交通計画（静岡県）と整合を図り、目標値を設定しています。 
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市街化調整区域 都市計画区域外 
市街化区域 

 

 

1 市街化調整区域の土地利用方針とは 

 市街化調整区域に拡がる優良な農地及び山林などの豊かな自然環境との調和を前提として、市街化調

整区域における土地利用の方針をより明確に示すことを目的に、「第三次富士市都市計画マスタープラン」

で示す「市街化調整区域の土地利用の基本方針」を補完するものとして、「市街化調整区域の土地利用

方針」を策定します。 

 

2 市街化調整区域における土地利用の基本的な考え方 

 もとより、市街化調整区域は、「市街化を抑制すべき区域」と定められており、立地基準に定めるものに限

り例外的に建築を行うことができるものとして認め、無秩序な市街化を抑制するとともに、優良な農地や

豊かな自然環境の保全を図っています。 

 しかし、人口減少や少子高齢化の進行、産業需要の高まり等の都市を取り巻く状況の変化により、市 

街化調整区域の既存集落地では、暮らしの質を維持するため、生活に必要な機能の確保が求められる

一方で、既存工業地では、操業環境を維持するとともに、 

高速道路のインターチェンジ周辺等においては、新たな 

工場適地を創出することが求められています。 

 また、近年では、市街化調整区域における公共公益施設 

の統廃合に伴う跡地の活用や、観光振興など都市活力の 

向上に資する開発需要への対応など、新たな課題に対 

しても、土地利用の考え方を示す必要があります。 

 そこで、世界文化遺産である富士山眺望の確保や周辺の 

自然環境に配慮しつつ、交通の優位性等を活かし、広域 

圏を見据えた都市計画により、市街化を促進するおそれが 

ないと認められる範囲で、地域に即した適切 

な土地利用を許容していくことを、市街化調 

整区域における土地利用の基本的な考え方 

とします。 
 

 

 

3 市街化調整区域の土地利用方針 

 第三次富士市都市計画マスタープランで定める市街化調整区域の土地利用の基本方針における「秩

序ある都市的土地利用の実現」を踏まえ、市街化調整区域の土地利用方針を以下に示します。 

 

   

   

   

   

   

市街化調整区域の土地利用方針 編 

▶本編 P32 

▶本編 P33 

方針 2 

方針３ 

方針４ 

既存集落地等における住環境の維持 

既存工業地における操業環境の維持・向上 

新たな産業用地の確保 

 公共公益施設における跡地の利活用 

方針５  観光資源の有効活用 

想定するエリア 土地利用方針 

自然環境共生型住宅地 

自然環境共生型業務地 

自然環境共生型業務地 

公共公益施設の跡地 

ふれあい交流拠点 

方針１ 

▶本編 P34、35
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4 市街化調整区域の土地利用方針の実現手法  

 市街化調整区域において、自然環境や農林環境を維持しながら、人口減少時代においても既存集落

地等での暮らしや産業活力を維持するためには、既存集落や魅力ある工業団地など、地区の特性に

配慮しながら、開発や建築行為を適正に規制・誘導する土地利用が必要であることから、これらの

土地利用方針を実現するための手法を以下のとおりに設定します。 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 

5 市街化調整区域における開発許可制度の運用 

 都市計画法第３４条各号における開発許可制度は、市街化調整区域において建築が可能となる施設等に

ついて定めています。 

 本市では、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて市街化調整区域における開発許可制度の運用基

準（立地基準）の見直しを行うなど、適切に運用することにより、計画的な土地利用の誘導を図ります。 

 

▶本編 P37 

市街化調整区域の土地利用方針図 ▶ 
土地利用方針 

既存集落地等における住環境の維持 

土地利用方針の実現手法 

▶本編 P36 

方針 2 

方針３ 

方針４ 

方針５ 

方針１ 

既存工業地における操業環境の維持・向上 

 公共公益施設における跡地の利活用 

 観光資源の有効活用 

新たな産業用地の確保 

開発許可制度の運用 

地区計画制度 

の運用 
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6 市街化調整区域の地区計画制度 

 地区計画制度とは、地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を図るため、開発を容認する用途等を

定める地区レベルの都市計画であり、法令や上位計画等と整合が図れる候補地を選定し、候補地区ごと

に土地利用方針、想定する用途を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類 型 適用候補地区 許容する用途 

産業地 

開発型 

 1  富士山フロント工業団地周辺地区 

 2  浮島工業団地周辺地区 

 3  富士グリーン工業団地周辺地区 

工業専用地域相当 

既存集落 

環境保全型 

 4  中野交差点周辺地区 第二種中高層住居専用地域相当 

 5  浮島地区   6  北松野地区 第一種中高層住居専用地域相当 

IC周辺 

土地利用 

誘導型 

 7  富士ＩＣ北側地区（伝法地区） 工業地域相当 

 8  富士ＩＣ北側地区（広見地区） 
第二種中高層住居専用地域相当 

第一種低層住居専用地域相当 

 9  新富士インター城山線沿線地区 工業地域相当 

 10  新富士ＩＣ北側地区 工業地域相当 

 11  新富士ＩＣ西側地区（久沢地区） 第一種低層住居専用地域相当 

住宅団地 

環境保全型 

 12  城山団地周辺地区  13  陽光台団地周辺地区 

 14  大峯団地周辺地区  15  湯沢平団地周辺地区 

 16  今宮団地周辺地区  17  大塚団地周辺地区 

 18  百合ヶ丘団地周辺地区 

第二種低層住居専用地域相当 

 

1 

3 

2 

4 

5 

6 

7 8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10 

《 地区計画適用候補地区(18地区) 》 

▶本編 P38～43

行政界 
都市計画区域界 
市街化区域界 
地区計画適用候補地区 住宅用地 
工業用地 


